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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　検査データ処理装置と切断装置を少なくとも備えるシステムであって、
　前記検査データ処理装置は、
　シート状製品の一部を構成する偏光子を偏光子保護層が設けられていない状態で検査し
て得られる欠点、および前記偏光子保護層が積層された前記偏光子を有する偏光板を当該
偏光板の保護層が設けられていない状態で検査して得られる欠点に関する欠点情報を少な
くとも取得する欠点情報取得手段と、
　前記欠点情報取得手段で取得された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、前記シート状製品の原反の切断位置情報を算出する切断位置情報算
出手段とを備え、
　前記切断装置は、
　前記検査データ処理装置の切断位置情報算出手段で算出された切断位置情報を前記検査
データ処理装置から取得する切断位置情報取得手段と、
　前記シート状製品の原反に形成された、少なくとも欠点の座標を含む欠点情報を読み取
る欠点情報読取手段と、
　前記欠点情報読取手段で読み取られた前記欠点情報を解析し、前記切断位置情報取得手
段で取得された切断位置情報に従って、前記シート状製品の原反を切断して枚葉のシート
状製品を製造する枚葉用切断手段とを備えるシステム。
【請求項２】
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　前記切断された枚葉のシート状製品に当該シート状製品に対応する製品情報を形成する
製品情報形成手段を、さらに備える請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記欠点情報は、前記偏光板の前記保護層を検査することで得られる欠点をさらに含む
、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記システムは、
　偏光子保護層が設けられていない状態で偏光子の欠点を検査する偏光子欠点検出手段と
、
　保護層が設けられていない状態で偏光板の欠点を検査する偏光板欠点検出手段と、
　前記偏光子欠点検出手段、偏光板欠点検出手段で検出された欠点に関する情報である欠
点情報を作成する欠点情報作成手段と、
　前記欠点情報作成手段で作成された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、シート状製品原反をスリットまたは切断することで得られるロール
状または枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する歩留まり算出手段と、
　前記歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定する設定手段と、
　前記設定されたシート状製品原反をスリット幅で切断するスリット用切断手段と、
　前記切断されたシート状製品原反の保護層に欠点情報を形成する欠点情報形成手段と、
を備える、請求項１または２に記載のシステム。
【請求項５】
　前記システムは、
　前記偏光板の前記保護層の欠点を検査する保護層欠点検出手段をさらに備え、
　欠点情報作成手段は、前記保護層欠点検出手段で検出された欠点を含んで欠点情報を作
成する、請求項４に記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学フィルムを有するシート状製品の検査データ処理装置および切断装置に
関する。より詳細には、光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシー
ト状製品の欠点を検査する場合に、シート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であ
って、シート状製品表面の保護層が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体
の欠点を検出し、当該欠点情報を枚葉のシート状製品を製造するために用いることに関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学フィルム製造メーカーでは、光学フィルム部材を有する帯状のシート状製品
をロールに巻き取るようにして連続して又は各工程ごとに別製造ラインで製造している。
この「帯状のシート状製品」として、例えば、液晶表示装置に用いられる偏光板原反、位
相差板原反、偏光板と位相差板の積層フィルム原反等がある。
【０００３】
　このシート状製品と光学表示ユニットを貼り合わせるために粘着剤が用いられるが、こ
の粘着剤は予めシート状製品に粘着層として形成され、さらに、粘着層の保護用に離型フ
ィルム（セパレータと称することがある）が形成されている。
【０００４】
　図１２の積層構造の偏光板を有するシート状製品を示し、このシート状製品の製造工程
の従来例を以下に説明する。まず、前工程として、（A）偏光子を得る工程。ここでは、
染色・架橋及び延伸処理を施したポリビニルアルコール（PVA）フィルムを乾燥して偏光
子を得る。（B）偏光板を製造する工程。ここでは、偏光子の両面に接着剤を介してトリ
アセチルセルロース（TAC）フィルムを貼り合わせ偏光子保護層を積層し偏光板を製造す
る。ここで図面では上に積層されるTACフィルムにはアンチグレア処理が予め施されてい
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る。（C）セパレータ及び保護フィルムを貼り合わせる工程。偏光板の一方の面（図面で
は下側）に強粘着剤を介してセパレータを、もう一方の面（図面では上側）に弱粘着剤を
介して保護フィルムを貼り合わせる。ここで、セパレータには予め強粘着剤が塗工され、
保護フィルムには弱粘着剤が塗工されている。セパレータに塗工され強粘着剤は、セパレ
ータを剥離後、TACに転写される。また、保護フィルムに塗工された弱粘着剤は、保護フ
ィルムを剥離しても保護フィルムに形成されたままであり、TACに実質的に転写されない
。以上の前工程では、帯状のシート状製品が製造され、ロール状に巻き取られ、後工程に
提供される。
【０００５】
　この前工程（Ａ，Ｂ，Ｃ）では、工程ごとに検査者による所定の検査が行なわれている
。例えば、工程（A）の場合、ＰＶＡ原反の搬送途中で、検査者が目視でロールの巻き始
めと巻き終わりのタイミングで欠点（異物、汚れ、ねじれ、表面付着物等）を確認してい
た。また、工程（B）の場合、得られた偏光板原反をロール状に巻き取る際に、検査者が
目視で欠点（異物、汚れ、クニック、ねじれ、よれ等）を確認していた。また、欠点検査
装置（異物、汚れ等をカメラで撮影し、画像処理して欠陥を判定する公知の装置）で貼り
合わせ後の偏光板原反を自動的に検査し、モニターで欠陥を確認し、欠陥のモニターリン
グにより、主に状態管理（監視）に利用していた。
【０００６】
　また、工程（C）の場合、得られた帯状のシート状製品原反をロール状に巻き取る際に
、検査者が目視でロールの巻き始めと巻き終わりのタイミングで欠点（異物、汚れ、ねじ
れ、表面付着物等）を確認し、この欠点を評価することでシート状製品原反の格付け（良
、不良、出荷可否）を行なっていた。
【０００７】
　次いで、後工程として、（D）原反ロールの検査工程。ここでは、シート状製品原反ロ
ールの外観をロール式自動検反装置及び／または検査者による目視検査が行なわれる。ロ
ール式自動検反装置は、巻き不良、外観不良等をカメラで撮影し、画像処理して欠陥を判
定する公知の装置である。（E）枚葉のシート状製品に切断する工程。ここでは、原反ロ
ールからシート状製品を引き出し、所定のサイズに切断する。切断方法としては、例えば
、定尺切断、連続打ち抜き等が挙げられる。（F）枚葉のシート状製品を検査する工程。
ここでは、枚葉式自動検査装置及び検査者による目視検査が行なわれる。枚葉式自動検査
装置は、枚葉のシート状製品の欠点を自動で検査する装置であり、光を照射し、その反射
光像や透過光像をラインセンサーや２次元ＴＶカメラなどの撮像部を介して取得し、取得
された画像データに基づいて、欠点検出を行う。また、光源と撮像部の間の光路中に検査
用偏光フィルタを介在させた状態で画像データを取得する。通常、この検査用偏光フィル
タの偏光軸（例えば、偏光吸収軸）は、検査対象である偏光板の偏光軸（例えば、偏光吸
収軸）と直交する状態（クロスニコル）となるように配置される。クロスニコルに配置す
ることで、仮に欠点が存在しなければ撮像部から全面黒の画像が入力されるが、欠点が存
在すれば、その部分が黒にならず、輝点として検出される。従って、適宜のしきい値を設
定することで、欠点を検出することができる。
【０００８】
　以上で説明したように、後工程（D、E、F）では、ロール状に巻かれたシート状製品原
反を引き出して、所定サイズの枚葉のシート状製品に切断し、所定の欠点検査を行なって
、出荷判定が行なわれている。
【０００９】
以上の全製造工程では、枚葉のシート状製品に切断されてから、個々のシート状製品の欠
点検査を行うものであり、例えば、シート状製品に欠点が１つあるだけで、不良判定され
てしまい、原反ロールから得られる最終の枚葉のシート状製品の歩留まりが悪くなるとう
いう問題があった。
【００１０】
　また、枚葉のシート状製品を検査する場合、シート表面には、セパレータや保護フィル
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ムが張られた状態となっている。この状態で枚葉のシート状製品を検査すると、セパレー
タや保護フィルムが複屈折性（位相差）を有するため、かかる場合には直線偏光を楕円偏
光にしてしまい、実質的には偏光板と検査用偏光フィルタとがクロスニコルの状態にはな
らない。その結果、シート状製品に含まれる偏光板の欠点検査を精度よくできないという
問題が生じていた。
【００１１】
　なお、上記の問題を解決した積層フィルムの欠点検出装置として、下記特許文献１に開
示される偏光板検査装置が公知である。この偏光板検査装置は、光源と、この光源からの
光を直線偏光にする検査用偏光フィルタを有し、この直線偏光を保護膜（位相差層に相当
）付き偏光板に入力させ、その透過光像に基づいて欠陥検出を行う。さらに、光源から保
護膜付き偏光板を透過する光路上に、保護膜による光の複屈折を補償する位相差板が配置
されている。この位相差板を別途配置することで、保護膜による位相変化をキャンセルし
て、保護膜による光の複屈折を補償するようにしている。さらに、製品ごとに微妙に異な
る保護膜による複屈折を補償するため、電圧により光の位相角が調整可能な可変偏光用光
学素子を配置する構成例も開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２００５－９９１９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、上記特許文献１では、検査用の位相差板や可変偏光用光学素子を別途配
置する必要があるため、余分な部品が増加すると共に、余分に部品が介在することによる
光源の光量低下を招き、検査精度を低下させてしまうため、近年の偏光板に要求される高
精度、高品質な検査要求に耐えられない場合がある。
【００１４】
　また、欠陥検査の精度を上げるために、人による目視検査を行なっているが、目視検査
であるため、その検査時間を長時間必要とする。そのため、生産性が悪く、検査者数を多
く必要とし、製造コスト増加に繋がるという問題があった。
【００１５】
　さらに、枚葉に切断された後の検査では、一律の閾値（最も厳しい値）を条件として良
否判定している。しかし、ユーザ（例えば、液晶装置組み立てメーカー）によって欠点の
程度の良否判定が異なっている。あるメーカーでは不良でも、別のメーカーでは過剰品質
となっているケースがある。そして、メーカー側からは各メーカーの品質要求に合致する
検査を行い、コスト削減、納期短縮の要請があり、かかる要請のため検査工程の改善が強
く望まれていた。
【００１６】
　本発明は、上記の実情に鑑みてなされたものであって、その目的は、ユーザごとの判定
条件を用いる事で歩留まり向上、製造コスト低下、生産性を大幅に改善できる光学表示装
置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品の欠点を検査する欠点検査
装置、その検査データ処理装置、その切断装置、その製造システム、及び検査データ処理
方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　上記課題を解決するために、鋭意研究を重ねた結果、以下の発明を完成するに至った。
【００１８】
　本発明の欠点検査装置は、光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有する
シート状製品の欠点を検査する欠点検査装置であって、
　シート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層
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が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体の欠点を検出する欠点検出手段と
、
　前記欠点検出手段で検出された欠点に関する情報である欠点情報を作成する欠点情報作
成手段と、を備え、
　前記欠点情報は、ロール状または枚葉のシート状製品を製造するために用いられること
を特徴とする。
【００１９】
　上記構成の作用効果は以下のとおりである。欠陥検査装置は、欠点検出手段と欠点情報
作成手段とを備えている。「欠点」は、製品として好ましくない欠陥であり、例えば、表
面又は内部の異物、汚れ、傷、異物をかみ込んだ打痕状のひねったような特殊状欠点（ク
ニックと称されることがある）、気泡等が例示される。欠点検出手段は、各種欠点を検出
することができる。そして、欠点検出手段は、シート状製品表面の保護層（例えば、セパ
レータ、保護フィルム）が設けられていない状態で、単層体及び／又は積層体の欠点を検
出する。したがって、保護層の影響がなく精度良く欠点を検出できる。欠点情報作成手段
は、各検査手段で検出された欠点の情報に基づいて、個々の欠点情報を作成する。また、
欠点情報作成手段は、各検査手段で検出された欠点の情報を統合して、最終的な欠点情報
を作成することもできる。
【００２０】
　ここで「欠点情報」は、例えば、欠点の種類に関する情報、欠点の座標に関する情報、
製造識別情報、検査対象識別情報等の情報を含む。この欠点情報は、枚葉のシート状製品
を製造（例えば、切断）するために用いられる。これにより、欠点情報に従いロール状ま
たは枚葉のシート状製品を切断できるので、歩留まりが向上する。また、切断された枚葉
のシート状製品に対して欠点検査する必要がないため、検査員を大幅に削減できコストメ
リットが大きい。
【００２１】
　また、本発明において、欠点情報を各検査工程ごとに、検査対象物に欠点情報を形成す
ることができる。形成された欠点情報は、次の工程の検査で読み取られ、当該工程での検
査結果と統合され、統合された欠点情報としてさらに検査対象物に形成できる。例えば、
偏光板に形成された欠点情報と、セパレータ及び保護フィルムに形成された欠点情報とを
、貼り合わせ前に読み取り、貼り合わせ後に、保護フィルムに統合された欠点情報を形成
することができる。
【００２２】
　また、本発明の検査データ処理装置は、上記本発明の欠点検査装置で作成された欠点情
報を取得する欠点情報取得手段と、
　前記欠点情報取得手段で取得された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、シート状製品原反をスリットまたは切断することで得られるロール
状または枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する歩留まり算出手段と、
　前記歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定する設定手段とを備える。
【００２３】
　この構成の作用効果は以下のとおりである。欠点情報取得手段は、欠点検査装置で作成
された欠点情報を取得する。「取得」は、特に制限されず、例えば、直接のキー入力方法
、通信（無線、有線）方法、印字読取方法等の取得方法が挙げられる。
【００２４】
　取得された欠点情報は、歩留まり算出手段により、解析され、良品か否かを判定する条
件である判定条件に従って、シート状製品原反をスリットまたは切断することで得られる
ロール状または枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する。「判定条件」は、例えば、枚
葉１枚当たりの欠点数、欠点サイズに基づいて設定される。また、判定条件には、例えば
、枚葉のサイズ、必要枚数（納品数）を含む。
【００２５】
　本発明において「歩留まり」は、原反から得られた良品の枚葉状シート状製品の総面積
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を原反の総面積（又は有効面積）で除算し得られる。または、「歩留まり」は、原反から
得られた良品の枚葉状シート状製品の取り数を、原反から得られる理論上の最大取り数で
除算して得られる。また、歩留まり値は、百分率で表示されることが好ましい。
【００２６】
　そして、歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反が、設定手段によって設定され
る。例えば、複数のシート状製品原反から最適のシート状製品原反を設定したい場合に、
例えば、歩留まりが所定値以上であれば、そのシート状製品原反が設定されることになる
。所定値として、複数のシート状製品原反の中で最大の歩留まり値を設定することができ
る。判定条件に、紐付けされて納品先（搬送先）のデータがあれば、ここで設定されたシ
ート状製品原反ロールは、その納品先（搬送先）に出荷されることになる。
【００２７】
　従って、あらかじめ、シート状製品原反ロールの欠点が分かっているので、判定条件に
従って、例えば最適歩留まりとなるシート状製品原反ロールを設定することができる。
【００２８】
　また、本発明の切断装置は、上記本発明の欠点情報検査データ処理装置で設定されたシ
ート状製品原反のスリット幅及び欠点情報を取得する取得手段と、
　前記取得手段で取得されたスリット幅でシート状製品原反を切断する切断手段と、
　前記スリット幅で切断されたシート状製品原反の保護層に前記取得された欠点情報を形
成する欠点情報形成手段と、を備える。
【００２９】
　この構成の作用効果は以下のとおりである。切断装置は、その前段工程で製造されたシ
ート状製品原反ロールをスリット幅に切断するために用いられる。取得手段は、欠点情報
検査データ処理装置で設定されたシート状製品原反のスリット幅及び当該原反の欠点情報
を取得する。切断手段は、このスリット幅で、設定されたシート状製品原反ロールをスリ
ットする。スリットによっては、１つの原反ロールから、１つ又は２つ以上の原反ロール
が形成されるものであってもよい。そして、欠点情報形成手段は、スリットされたシート
状製品原反の保護層に取得された欠点情報を形成する。形成方法は、特に制限されず、例
えば、印刷、焼付け等が挙げられる。この欠点情報は、枚葉のシート状製品の製造（切断
）に用いられるものとなる。
【００３０】
　また、本発明のシート状製品原反の製造システムは、光学表示装置の部材である光学フ
ィルムを少なくとも有するシート状製品原反を製造する光学フィルムを含むシート状製品
原反の製造システムであって、
　シート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層
が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体の欠点を検出する欠点検出手段と
、
　前記欠点検出手段で検出された欠点に関する情報である欠点情報を作成する欠点情報作
成手段と、
　前記欠点情報作成手段で作成された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、シート状製品原反をスリットまたは切断することで得られるロール
状または枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する歩留まり算出手段と、
　前記歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定する設定手段と、
　前記設定されたシート状製品原反をスリット幅で切断する切断手段と、
　前記切断されたシート状製品原反の保護層に欠点情報を形成する欠点情報形成手段とを
備えている。
【００３１】
　この光学フィルムを含むシート状製品原反の製造システムは、既述した欠点検査装置、
検査データ処理装置、切断装置の手段を備え、その作用効果も上記で記載したとおりであ
る。
【００３２】
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　また、本発明の、シート状製品原反から枚葉のシート状製品を得るための切断装置は、
上記記載の切断装置又は製造システムで所定のスリット幅に切断されたシート状製品原反
若しくはスリット切断されていないシート状製品原反に形成された当該シート状製品原反
に形成された欠点情報を読み取る欠点情報読取手段と、
　前記欠点情報読取手段で読み取られた欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件で
ある判定条件に従って、切断位置を算出し、シート状製品原反を切断して枚葉のシート状
製品を製造する切断手段とを備えている。
【００３３】
　この構成の作用効果は以下のとおりである。この切断装置は、所定のスリット幅に切断
されたシート状製品原反若しくはスリット切断されていないシート状製品原反に形成され
た当該シート状製品原反に形成された欠点情報を読み取る欠点情報読取手段を備えている
。そして、切断手段は、読み取られた欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、切断位置を算出し、シート状製品原反を切断して枚葉のシート状製
品を製造する。
【００３４】
　これによって、欠点情報に基づいて、原反を切断できるので、適切かつ歩留まりが最適
（または所定値以上）となる。
【００３５】
　また、本発明の切断装置において、切断されたシート状製品に当該シート状製品に対応
する製品情報を形成する製品情報形成手段をさらに備えることが好ましい。
【００３６】
　「製品情報」は、枚葉のシート状製品の識別情報であり、例えば、製造識別番号、欠点
情報が含まれている。製品情報が個々の枚葉のシート状製品に形成されるので、拾い作業
（欠点付きか、良品かの判定をしながら積載）を自動化することが可能となる。また、切
断後の自動枚数カウントが可能となり、どこでどのようなものが完成したかが明確に管理
可能となる。また、人が対応していた集計作業や、後工程、出荷数量管理の自動化が可能
となる。また、切断刃等の装置の使用頻度と切断品質の管理が可能となる。また、設備の
稼働状況を明確に管理することができる。また、製品情報には、製造識別番号が含まれて
おり、これによって、追跡調査が簡単容易に行なえるようになる。
【００３７】
　また、本発明の光学フィルムを含むシート状製品の製造システムは、光学表示装置の部
材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品を製造する光学フィルムを含むシ
ート状製品の製造システムであって、
　シート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層
が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体の欠点を検出する欠点検出手段と
、
　前記欠点検出手段で検出された欠点に関する情報である欠点情報を作成する欠点情報作
成手段と、
　前記欠点情報作成手段で作成された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、シート状製品原反を切断することで得られる枚葉のシート状製品の
歩留まりを算出する歩留まり算出手段と、
　前記歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定する設定手段と、
　前記設定されたシート状製品原反をスリット幅で切断する第１の切断手段と、
　前記切断されたシート状製品原反の保護層に欠点情報を形成する欠点情報形成手段と、
　前記欠点情報形成手段で形成された欠点情報を読み取る欠点情報読取手段と、
　前記欠点情報読取手段で読み取られた欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件で
ある判定条件に従って、シート状製品原反を切断して枚葉のシート状製品を製造する第２
の切断手段とを備えている。
【００３８】
　また、本発明の製造システムにおいて、切断された枚葉のシート状製品に当該シート状
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製品に対応する欠点情報を形成する欠点情報形成手段をさらに備えることが好ましい。
【００３９】
　この製造システムは、上記で既に記載した欠点検査装置、検査データ処理装置、スリッ
トのための切断装置、シート状製品原反から枚葉のシート状製品を得るための切断装置の
機能を有するものである。
【００４０】
　本発明の検査データ処理装置は、光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも
有するシート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保
護層が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体を検査することで得られる欠
点に関する欠点情報を取得する欠点情報取得手段と、
　前記欠点情報取得手段で取得された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件であ
る判定条件に従って、シート状製品原反の切断位置情報を算出する切断位置情報算出手段
とを備えている。
【００４１】
　この構成の検査データ処理装置は、光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくと
も有するシート状製品を構成する単層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の
保護層が設けられていない状態で当該単層体及び／又は積層体を検査することで得られる
欠点に関する欠点情報を取得する。そして、欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条
件である判定条件に従って、シート状製品原反の切断位置情報を算出することができる。
【００４２】
　また、他の本発明の切断装置は、上記の検査データ処理装置で算出された切断位置情報
を取得する切断位置情報取得手段と、
　所定のスリット幅に切断されたシート状製品原反若しくはスリット切断されていないシ
ート状製品原反に形成された当該シート状製品原反の欠点情報を読み取る欠点情報読取手
段と、
　前記欠点情報読取手段で読み取られた欠点情報を解析し、前記切断位置情報取得手段で
取得された切断位置情報に従って、切断位置を算出し、シート状製品原反を切断して枚葉
のシート状製品を製造する切断手段とを備えている。
【００４３】
　この構成によれば、欠点情報を検査データ処理装置で解析し、算出された切断位置情報
に基づいて、シート状製品原反を切断して枚葉のシート状製品を適切に製造することがで
きる。
【００４４】
　また、本発明の切断装置において、切断された枚葉のシート状製品に当該シート状製品
に対応する製品情報を形成する製品情報形成手段をさらに備えることが好ましい。
【００４５】
　この構成の作用効果は上記で説明したとおりである。
【００４６】
　また、他の本発明の検査データ処理装置は、
　良品か否かを判定する条件である判定条件の入力を受け付ける入力受付手段と、
　光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品を構成する単
層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層が設けられていない状態で当
該単層体及び／又は積層体を検査することで得られる欠点に関する欠点情報を取得する欠
点情報取得手段と、
　前記欠点情報を解析して、前記判定条件に従って、歩留まりを算出する歩留まり算出手
段と、
　前記算出された歩留まりを表示手段に表示させるように制御する表示制御手段と、
を備えている。
【００４７】
　この構成によれば、欠点情報を解析して、入力された判定条件に従って、歩留まりを算
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出し、この歩留まりを表示手段で表示することができる。したがって、シート状製品原反
をスリット加工、枚葉切断加工を行なう前に、あらかじめ欠点情報と判定条件を用いて歩
留まりを算出することができ、生産性向上に大きく寄与できる。
【００４８】
　また、本発明の検査データ処理装置において、歩留まりを算出する場合に、スキップカ
ット方式を採用して算出することが好ましい。この構成によれば、スキップカットができ
るので、歩留まりを向上することができる。ここでいうスキップカット方式とは、欠点情
報を基に、不良判定となる欠点部のみを避けて原反をカットする方式のことをいう。
【００４９】
　また、本発明の検査データ処理装置において、表示制御手段は、シート状製品原反を展
開させて、それに重複するように、良品として得られる枚葉のシート状製品を表示するよ
うに制御することが好ましい。この構成によれば、展開された原反に重ねて枚葉シートを
表示でき、取り数、取り位置状態を簡単に確認できる。また、欠点情報も表示されるよう
に構成することが好ましい。欠点情報とともに表示することで欠点の種類、座標も確認で
きる。
【００５０】
　また、他の本発明の検査データ処理方法は、良品か否かを判定する条件である判定条件
の入力を受け付け、
　光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品を構成する単
層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層が設けられていない状態で当
該単層体及び／又は積層体を検査することで得られる欠点に関する欠点情報を取得し、
　前記欠点情報を解析して、前記判定条件に従って、歩留まりを算出し、
　前記算出された歩留まりを表示手段に表示させることを特徴とする。
　この構成の作用効果は、上記記載の検査データ処理装置の作用効果を有するものである
が、その具体的手段は、これに制限されない。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】製造システムの機能ブロックを示す図
【図２】製造工程と検査工程の一例を示す図
【図３】表示された欠点の情報の一例を示す図
【図４】検査データ処理装置におけるデータ処理を説明する図
【図５】検査データ処理装置におけるデータ処理を説明する図
【図６】検査データ処理装置におけるデータ処理を説明する図
【図７】検査データ処理装置におけるデータ処理を説明する図
【図８】検査データ処理装置におけるデータ処理を説明する図
【図９】欠点情報を形成した原反ロールを説明する図
【図１０】製品情報を形成する処理を説明する図
【図１１】製造システムの機能ブロックを示す図
【図１２】偏光板を有するシート状製品の構成を説明する図
【発明を実施するための形態】
【００５２】
　以下、本発明の好適な実施の形態について説明する。
【００５３】
　＜シート状製品＞
　本発明において扱うシート状製品の例として、偏光板原反をあげて説明する。偏光板原
反は、長い帯状に形成され、フィルム状の偏光板原反から個々の大きさの偏光板を打ち抜
き（又は切断）により得ることがきる。偏光板原反は、予め製造しておいたポリビニルア
ルコール系フィルム（偏光子）の表裏両面に例えばトリアセチルセルロースフィルム（透
明の偏光子保護層）を貼り合わせることで得ることができる。この多層構造とされた偏光
板原反の表面あるいは内部に存在する欠点（キズ、異物、クニック、汚れなど）を検出す
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る必要がある。これは、後述する検出手段によって検出される。
【００５４】
　偏光板原反は、従来技術でも説明したが、（A）偏光子を得る工程、（B）偏光板を製造
する工程、（C）セパレータ及び保護フィルムを貼り合わせる工程、を含む製造方法によ
り製造される。
【００５５】
　ポリビニルアルコール系フィルムの染色、架橋、延伸の各処理は、別々に行う必要はな
く同時に行ってもよく、また、各処理の順番も任意でよい。なお、ポリビニルアルコール
系フィルムとして、膨潤処理を施したポリビニルアルコール系フィルムを用いてもよい。
一般には、ポリビニルアルコール系フィルムを、ヨウ素や二色性色素を含む溶液に浸漬し
、ヨウ素や二色性色素を吸着させて染色した後洗浄し、ホウ酸やホウ砂等を含む溶液中で
延伸倍率３倍～７倍で一軸延伸した後、乾燥する。ヨウ素や二色性色素を含む溶液中で延
伸した後、ホウ酸やホウ砂等を含む溶液中でさらに延伸（二段延伸）した後、乾燥するこ
とにより、ヨウ素の配向が高くなり、偏光度特性が良くなるため、特に好ましい。
【００５６】
　上記のポリビニルアルコール系ポリマーとしては、例えば、酢酸ビニルを重合した後に
ケン化したものや、酢酸ビニルに少量の不飽和カルボン酸、不飽和スルホン酸、カチオン
性モノマー等の共重合可能なモノマーを共重合したもの、等が挙げられる。ポリビニルア
ルコール系ポリマーの平均重合度は、特に制限されず任意のものを使用することができる
が、１０００以上が好ましく、より好ましくは２０００～５０００である。また、ポリビ
ニルアルコール系ポリマーのケン化度は８５モル％以上が好ましく、より好ましくは９８
～１００モル％である。
【００５７】
　製造される偏光子の厚さは、５～８０μｍが一般的であるが、これに限定するものでは
なく、また、偏光子の厚さを調整する方法に関しても、特に限定するものではなく、テン
ター、ロール延伸や圧延等の通常の方法を用いることができる。
【００５８】
　偏光子と保護層である透明の偏光子保護層との接着処理は、特に限定されるものではな
いが、例えば、ビニルアルコール系ポリマーからなる接着剤、あるいは、ホウ酸やホウ砂
、グルタルアルデヒドやメラミン、シュウ酸などのビニルアルコール系ポリマーの水溶性
架橋剤から少なくともなる接着剤等を介して行うことができる。かかる接着層は、水溶液
の塗布乾燥層等として形成されるが、その水溶液の調製に際しては必要に応じて、他の添
加剤や、酸等の触媒も配合することができる。
【００５９】
　偏光子の片側又は両側に設ける偏光子保護層には、適宜な透明フィルムを用いることが
できる。中でも、透明性や機械的強度、熱安定性や水分遮蔽性等に優れるポリマーからな
るフィルムが好ましく用いられる。そのポリマーとしては、トリアセチルセルロースの如
きアセテート系樹脂、ポリカーボネイト系樹脂、ポリアリレート、ポリエチレンテレフタ
レート等のポリエステル系樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリスルホン系樹脂、ポリエーテル
スルホン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィ
ン系樹脂、ポリビニルアルコール系樹脂、ポリ塩化ビニル系樹脂、ポリノルボルネン系樹
脂、ポリメチルメタクリレート系樹脂、液晶ポリマー等が挙げられる。フィルムは、キャ
スティング法、カレンダー法、押出し法のいずれで製造したものでもよい。
【００６０】
　また、特開２００１－３４３５２９号公報（ＷＯ０１／３７００７）に記載のポリマー
フィルム、たとえば、（Ａ）側鎖に置換および／または非置換イミド基を有する熱可塑性
樹脂と、（Ｂ）側鎖に置換および／非置換フェニルならびにニトリル基を有する熱可塑性
樹脂を含有する樹脂組成物があげられる。具体例としてはイソブチレンとＮ－メチルマレ
イミドからなる交互共重合体とアクリロニトリル・スチレン共重合体とを含有する樹脂組
成物のフィルムがあげられる。フィルムは樹脂組成物の混合押出品などからなるフィルム



(11) JP 5529094 B2 2014.6.25

10

20

30

40

50

を用いることができる。これらのフィルムは位相差が小さく、光弾性係数が小さいため偏
光板の歪みによるムラなどの不具合を解消することができ、また透湿度が小さいため、加
湿耐久性に優れる。
【００６１】
　また、偏光子保護層は、できるだけ色付きがないことが好ましい。したがって、Ｒｔｈ
＝［（ｎｘ＋ｎｙ）／２－ｎｚ］・ｄ（ただし、ｎｘ、ｎｙはフィルム平面内の主屈折率
、ｎｚはフィルム厚方向の屈折率、ｄはフィルム厚みである）で表されるフィルム厚み方
向の位相差値が－９０ｎｍ～＋７５ｎｍである保護フィルムが好ましく用いられる。かか
る厚み方向の位相差値（Ｒｔｈ）が－９０ｎｍ～＋７５ｎｍのものを使用することにより
、保護フィルムに起因する偏光板の着色（光学的な着色）をほぼ解消することができる。
厚み方向位相差値（Ｒｔｈ）は、さらに好ましくは－８０ｎｍ～＋６０ｎｍ、特に－７０
ｎｍ～＋４５ｎｍが好ましい。
【００６２】
　偏光特性や耐久性などの点から、トリアセチルセルロースの如きアセテート系樹脂が好
ましく、特に表面をアルカリなどでケン化処理したトリアセチルセルロースフィルムが好
ましい。
【００６３】
　偏光子保護層の厚さは、任意であるが、一般には偏光板の薄型化等を目的に、５００μ
ｍ以下、好ましくは１～３００μｍ、特に好ましくは５～２００μｍとされる。なお、偏
光フィルムの両側に透明フィルムの偏光子保護層を設ける場合、その表裏で異なるポリマ
ー等からなる透明フィルムとすることもできる。
【００６４】
　偏光子保護層は、本発明の目的を損なわない限り、ハードコート処理や反射防止処理、
スティッキングの防止や拡散ないしアンチグレア等を目的とした処理等を施したものであ
ってもよい。ハードコート処理は、偏光板表面の傷付き防止などを目的に施されるもので
あり、例えばシリコーン系などの適宜な紫外線硬化型樹脂による硬度や滑り性等に優れる
硬化皮膜を透明保護フィルムの表面に付加する方式などにて形成することができる。
【００６５】
　一方、反射防止処理は、偏光板表面での外光の反射防止を目的に施されるものであり、
従来に準じた反射防止膜などの形成により達成することができる。また、スティッキング
防止は隣接層との密着防止を目的に、アンチグレア処理は偏光板の表面で外光が反射して
偏光板透過光の視認を阻害することの防止などを目的に施されるものであり、例えばサン
ドブラスト方式やエンボス加工方式等による粗面化方式や透明微粒子の配合方式などの適
宜な方式にて透明保護フィルムの表面に微細凹凸構造を付与することにより形成すること
ができる。
【００６６】
　前記の透明微粒子には、例えば平均粒径が０．５～２０μｍのシリカやアルミナ、チタ
ニアやジルコニア、酸化錫や酸化インジウム、酸化カドミウムや酸化アンチモン等が挙げ
られ、導電性を有する無機系微粒子を用いてもよく、また、架橋又は未架橋のポリマー粒
状物等からなる有機系微粒子などを用いることができる。透明微粒子の使用量は、透明樹
脂１００質量部あたり２～７０質量部、特に５～５０質量部が一般的である。
【００６７】
　さらに、透明微粒子配合のアンチグレア層は、透明保護層そのものとして、あるいは透
明保護層表面への塗工層などとして設けることができる。アンチグレア層は、偏光板透過
光を拡散して視角を拡大するための拡散層（視角補償機能など）を兼ねるものであっても
よい。なお、上記した反射防止層やスティッキング防止層、拡散層やアンチグレア層等は
、それらの層を設けたシートなどからなる光学層として透明保護層とは別体のものとして
設けることもできる。
【００６８】
　本発明によるシート状製品は、実用に際して各種光学層を積層して光学フィルムとして
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用いることができる。その光学層については特に限定されるものではないが、例えば、前
記透明保護フィルムの偏光子を接着させない面（前記接着剤塗布層を設けない面）に対し
て、ハードコート処理や反射防止処理、スティッキング防止や、拡散ないしアンチグレア
を目的とした表面処理を施したり、視角補償等を目的とした配向液晶層を積層する方法が
あげられる。また、反射板や半透過板、位相差板（１／２や１／４等の波長板（λ板）を
含む）、視角補償フィルムなどの液晶表示装置等の形成に用いられる光学フィルムを１層
または２層以上貼りあわせたものもあげられる。特にシート状製品が偏光板であれば、反
射板または半透過反射板が積層されてなる反射型偏光板または半透過型偏光板、位相差板
が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板、視角補償層または視角補償フィルムが積層
されてなる広視野角偏光板、あるいは輝度向上フィルムが積層されてなる偏光板として好
ましく適用される。
【００６９】
　反射型偏光板は、偏光板に反射層を設けたもので、視認側（表示側）からの入射光を反
射させて表示するタイプの液晶表示装置などを形成するためのものであり、バックライト
等の光源の内蔵を省略できて、液晶表示装置の薄型化を図りやすいなどの利点を有する。
反射型偏光板の形成は、必要に応じ透明保護層等を介して偏光板の片面に金属等からなる
反射層を付設する方式などの適宜な方式にて行なうことができる。
【００７０】
　反射型偏光板の具体例としては、必要に応じマット処理した透明保護フィルムの片面に
、アルミニウム等の反射性金属からなる箔や蒸着膜を付設して反射層を形成したものなど
があげられる。また前記透明保護フィルムに微粒子を含有させて表面微細凹凸構造とし、
その上に微細凹凸構造の反射層を有するものなどもあげられる。前記した微細凹凸構造の
反射層は、入射光を乱反射により拡散させて指向性やギラギラした見栄えを防止し、明暗
のムラを抑制しうる利点などを有する。また微粒子含有の透明保護フィルムは、入射光及
びその反射光がそれを透過する際に拡散されて明暗ムラをより抑制しうる利点なども有し
ている。透明保護フィルムの表面微細凹凸構造を反映させた微細凹凸構造の反射層の形成
は、例えば真空蒸着方式、イオンプレーティング方式、スパッタリング方式等の蒸着方式
やメッキ方式などの適宜な方式で金属を透明保護層の表面に直接付設する方法などにより
行なうことができる。
【００７１】
　反射板は前記の偏光板の透明フィルム（偏光子保護層）に直接付与する方式に代えて、
その透明フィルムに準じた適宜なフィルムに反射層を設けてなる反射シートなどとして用
いることもできる。なお反射層は、通常、金属からなるので、その反射面が透明フィルム
や偏光板等で被覆された状態の使用形態が、酸化による反射率の低下防止、ひいては初期
反射率の長期持続の点や、保護層の別途付設の回避の点などより好ましい。
【００７２】
　なお、半透過型偏光板は、上記において反射層で光を反射し、かつ透過するハーフミラ
ー等の半透過型の反射層とすることにより得ることができる。半透過型偏光板は、通常液
晶セルの裏側に設けられ、液晶表示装置などを比較的明るい雰囲気で使用する場合には、
視認側（表示側）からの入射光を反射させて画像を表示し、比較的暗い雰囲気においては
、半透過型偏光板のバックサイドに内蔵されているバックライト等の内蔵光源を使用して
画像を表示するタイプの液晶表示装置などを形成できる。すなわち、半透過型偏光板は、
明るい雰囲気下では、バックライト等の光源使用のエネルギーを節約でき、比較的暗い雰
囲気下においても内蔵光源を用いて使用できるタイプの液晶表示装置などの形成に有用で
ある。
【００７３】
　偏光板に更に位相差板が積層されてなる楕円偏光板または円偏光板について説明する。
直線偏光を楕円偏光または円偏光に変えたり、楕円偏光または円偏光を直線偏光に変えた
り、あるいは直線偏光の偏光方向を変える場合に、位相差板などが用いられる。特に、直
線偏光を円偏光に変えたり、円偏光を直線偏光に変える位相差板としては、いわゆる１／
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４波長板（λ／４板とも言う）が用いられる。１／２波長板（λ／２板とも言う）は、通
常、直線偏光の偏光方向を変える場合に用いられる。
【００７４】
　楕円偏光板はスーパーツイストネマチック（ＳＴＮ）型液晶表示装置の液晶層の複屈折
により生じた着色（青又は黄）を補償（防止）して、前記着色のない白黒表示する場合な
どに有効に用いられる。更に、三次元の屈折率を制御したものは、液晶表示装置の画面を
斜め方向から見た際に生じる着色も補償（防止）することができて好ましい。円偏光板は
、例えば画像がカラー表示になる反射型液晶表示装置の画像の色調を整える場合などに有
効に用いられ、また、反射防止の機能も有する。
【００７５】
　他の例としては位相差板が挙げられる。位相差板としては、高分子素材を一軸または二
軸延伸処理してなる福屈折性フィルム、液晶ポリマーの配向フィルム、液晶ポリマーの配
向層をフィルムにて支持したものなどがあげられる。延伸処理は、例えばロール延伸法、
長間隙沿延伸法、テンター延伸法、チューブラー延伸法などにより行うことができる。延
伸倍率は、一軸延伸の場合には１．１～３倍程度が一般的である。位相差板の厚さも特に
制限されないが、一般的には１０～２００μｍ、好ましくは２０～１００μｍである。
【００７６】
　前記高分子材料としては、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルブチラール、ポ
リメチルビニルエーテル、ポリヒドロキシエチルアクリレート、ヒドロキシエチルセルロ
ース、ヒドロキシプロピルセルロース、メチルセルロース、ポリカーボネイト、ポリアリ
レート、ポリスルホン、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリ
エーテルスルホン、ポリフェニレンスルファイド、ポリフェニレンオキサイド、ポリアリ
ルスルホン、ポリビニルアルコール、ポリアミド、ポリイミド、ポリオレフィン、ポリ塩
化ビニル、セルロース系重合体、またはこれらの二元系、三元系各種共重合体、グラフト
共重合体、ブレンド物などがあげられる。これら高分子素材は延伸等により配向物（延伸
フィルム）となる。
【００７７】
　前記液晶ポリマーとしては、例えば、液晶配向性を付与する共役性の直線状原子団（メ
ソゲン）がポリマーの主鎖や側鎖に導入された主鎖型や側鎖型の各種のものなどがあげら
れる。主鎖型の液晶性ポリマーの具体例としては、屈曲性を付与するスペーサ部でメソゲ
ン基を結合した構造の、例えばネマチック配向性のポリエステル系液晶性ポリマー、ディ
スコティックポリマーやコレステリックポリマーなどがあげられる。側鎖型の液晶性ポリ
マーの具体例としては、ポリシロキサン、ポリアクリレート、ポリメタクリレートまたは
ポリマロネートを主鎖骨格とし、側鎖として共役性の原子団からなるスペーサ部を介して
ネマチック配向付与性のパラ置換環状化合物単位からなるメソゲン部を有するものなどが
あげられる。これら液晶性ポリマーは、例えば、ガラス板上に形成したポリイミドやポリ
ビニルアルコール等の薄膜の表面をラビング処理したもの、酸化ケイ素を斜方蒸着したも
のなどの配向処理面上に液晶性ポリマーの溶液を展開して熱処理することにより行われる
。
【００７８】
　位相差板は、例えば各種波長板や液晶層の複屈折による着色や視角等の補償を目的とし
たものなどの使用目的に応じた適宜な位相差を有するものであってよく、２種以上の位相
差板を積層して位相差等の光学特性を制御したものなどであってもよい。
【００７９】
　視角補償フィルムは、液晶表示装置の画面を、画面に垂直でなくやや斜めの方向から見
た場合でも、画像が比較的鮮明にみえるように視野角を広げるためのフィルムである。こ
のような視角補償位相差板としては、例えば位相差フィルム、液晶ポリマー等の配向フィ
ルムや透明基材上に液晶ポリマー等の配向層を支持したものなどからなる。通常の位相差
板は、その面方向に一軸に延伸された複屈折を有するポリマーフィルムが用いられるのに
対し、視角補償フィルムとして用いられる位相差板には、面方向に二軸に延伸された複屈
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折を有するポリマーフィルムとか、面方向に一軸に延伸され厚さ方向にも延伸された厚さ
方向の屈折率を制御した複屈折を有するポリマーや傾斜配向フィルムのような二方向延伸
フィルムなどが用いられる。傾斜配向フィルムとしては、例えばポリマーフィルムに熱収
縮フィルムを接着して加熱によるその収縮力の作用下にポリマーフィルムを延伸処理又は
／及び収縮処理したものや、液晶ポリマーを斜め配向させたものなどが挙げられる。位相
差板の素材原料ポリマーは、先の位相差板で説明したポリマーと同様のものが用いられ、
液晶セルによる位相差に基づく視認角の変化による着色等の防止や良視認の視野角の拡大
などを目的とした適宜なものを用いうる。
【００８０】
　また良視認の広い視野角を達成する点などより、液晶ポリマーの配向層、特にディスコ
ティック液晶ポリマーの傾斜配向層からなる光学的異方性層をトリアセチルセルロースフ
ィルムにて支持した光学補償位相差板が好ましく用いうる。
【００８１】
　偏光板と輝度向上フィルムを貼り合わせた偏光板は、通常液晶セルの裏側サイドに設け
られて使用される。輝度向上フィルムは、液晶表示装置などのバックライトや裏側からの
反射などにより自然光が入射すると所定偏光軸の直線偏光または所定方向の円偏光を反射
し、他の光は透過する特性を示すもので、輝度向上フィルムを偏光板と積層した偏光板は
、バックライト等の光源からの光を入射させて所定偏光状態の透過光を得ると共に、前記
所定偏光状態以外の光は透過せずに反射される。この輝度向上フィルム面で反射した光を
更にその後ろ側に設けられた反射層等を介し反転させて輝度向上フィルムに再入射させ、
その一部又は全部を所定偏光状態の光として透過させて輝度向上フィルムを透過する光の
増量を図ると共に、偏光子に吸収させにくい偏光を供給して液晶表示画像表示等に利用し
うる光量の増大を図ることにより輝度を向上させうるものである。すなわち、輝度向上フ
ィルムを使用せずに、バックライトなどで液晶セルの裏側から偏光子を通して光を入射し
た場合には、偏光子の偏光軸に一致していない偏光方向を有する光は、ほとんど偏光子に
吸収されてしまい、偏光子を透過してこない。すなわち、用いた偏光子の特性によっても
異なるが、およそ５０％の光が偏光子に吸収されてしまい、その分、液晶画像表示等に利
用しうる光量が減少し、画像が暗くなる。輝度向上フィルムは、偏光子に吸収されるよう
な偏光方向を有する光を偏光子に入射させずに輝度向上フィルムで一旦反射させ、更にそ
の後ろ側に設けられた反射層等を介して反転させて輝度向上フィルムに再入射させること
を繰り返し、この両者間で反射、反転している光の偏光方向が偏光子を通過し得るような
偏光方向になった偏光のみを、輝度向上フィルムは透過させて偏光子に供給するので、バ
ックライトなどの光を効率的に液晶表示装置の画像の表示に使用でき、画面を明るくする
ことができる。
【００８２】
　輝度向上フィルムと上記反射層等の間に拡散板を設けることもできる。輝度向上フィル
ムによって反射した偏光状態の光は上記反射層等に向かうが、設置された拡散板は通過す
る光を均一に拡散すると同時に偏光状態を解消し、非偏光状態となる。すなわち、拡散板
は偏光を元の自然光状態にもどす。この非偏光状態、すなわち自然光状態の光が反射層等
に向かい、反射層等を介して反射し、再び拡散板を通過して輝度向上フィルムに再入射す
ることを繰り返す。このように輝度向上フィルムと上記反射層等の間に、偏光を元の自然
光状態にもどす拡散板を設けることにより表示画面の明るさを維持しつつ、同時に表示画
面の明るさのむらを少なくし、均一で明るい画面を提供することができる。かかる拡散板
を設けることにより、初回の入射光は反射の繰り返し回数が程よく増加し、拡散板の拡散
機能と相俟って均一の明るい表示画面を提供することができたものと考えられる。
【００８３】
　前記の輝度向上フィルムとしては、例えば誘電体の多層薄膜や屈折率異方性が相違する
薄膜フィルムの多層積層体の如き、所定偏光軸の直線偏光を透過して他の光は反射する特
性を示すもの、コレステリック液晶ポリマーの配向フィルムやその配向液晶層をフィルム
基材上に支持したものの如き、左回り又は右回りのいずれか一方の円偏光を反射して他の
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光は透過する特性を示すものなどの適宜なものを用いうる。
【００８４】
　従って、前記した所定偏光軸の直線偏光を透過させるタイプの輝度向上フィルムでは、
その透過光をそのまま偏光板に偏光軸を揃えて入射させることにより、偏光板による吸収
ロスを抑制しつつ効率よく透過させることができる。一方、コレステリック液晶層の如く
円偏光を透過するタイプの輝度向上フィルムでは、そのまま偏光子に入射させることもで
きるが、吸収ロスを抑制する点よりその円偏光を位相差板を介し直線偏光化して偏光板に
入射させることが好ましい。なお、その位相差板として１／４波長板を用いることにより
、円偏光を直線偏光に変換することができる。
【００８５】
　可視光域等の広い波長範囲で１／４波長板として機能する位相差板は、例えば波長５５
０ｎｍの淡色光に対して１／４波長板として機能する位相差層と他の位相差特性を示す位
相差層、例えば１／２波長板として機能する位相差層とを重畳する方式などにより得るこ
とができる。従って、偏光板と輝度向上フィルムの間に配置する位相差板は、１層又は２
層以上の位相差層からなるものであってよい。
【００８６】
　なお、コレステリック液晶層についても、反射波長が相違するものの組合せにして２層
又は３層以上重畳した配置構造とすることにより、可視光領域等の広い波長範囲で円偏光
を反射するものを得ることができ、それに基づいて広い波長範囲の透過円偏光を得ること
ができる。
【００８７】
　また、本発明のシート状製品（例えば偏光板）は、上記の偏光分離型偏光板の如く、偏
光板と２層又は３層以上の光学層とを積層したものからなっていてもよい。従って、上記
の反射型偏光板や半透過型偏光板と位相差板を組み合わせた反射型楕円偏光板や半透過型
楕円偏光板などであってもよい。
【００８８】
　偏光板に前記光学層を積層した光学フィルムは、液晶表示装置等の製造過程で順次別個
に積層する方式にても形成することができるが、予め積層して光学フィルムとしたものは
、品質の安定性や組立作業等に優れていて液晶表示装置などの製造工程を向上させうる利
点がある。積層には粘着剤層等の適宜な接着手段を用いうる。前記の偏光板と他の光学層
の接着に際し、それらの光学軸は目的とする位相差特性などに応じて適宜な配置角度とす
ることができる。
【００８９】
　本発明による偏光板や、前記の積層光学部材には、液晶セル等の他部材と接着するため
の粘着層が設けられる。その粘着層は、特に限定されるものではないが、アクリル系等の
従来に準じた適宜な粘着剤にて形成することができる。吸湿による発泡現象や剥がれ現象
の防止、熱膨脹差等による光学特性の低下や液晶セルの反り防止、ひいては高品質で耐久
性に優れる画像表示装置の形成性等の点により、吸湿率が低くて耐熱性に優れる粘着層で
あることが好ましい。また、微粒子を含有して光拡散性を示す粘着層などとすることがで
きる。粘着層は必要に応じて必要な面に設ければよく、例えば、偏光子と偏光子保護層か
らなる偏光板について言及するならば、必要に応じて、偏光子保護層の片面または両面に
粘着層を設ければよい。
【００９０】
　前記粘着層の露出面に対しては、実用に供するまでの間、その汚染防止等を目的にセパ
レータ（離型フィルムと称することがある。）が仮着されてカバーされる。これにより、
通例の取扱状態で粘着層に接触することを防止できる。セパレータとしては、上記厚さ条
件を除き、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シ
ートや金属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長
鎖アルキル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの
、従来に準じた適宜なものを用いうる。
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【００９１】
　このセパレータが設けられた面と反対面の偏光板には、保護フィルムが弱粘着剤を介し
て形成される。その目的は、傷防止、汚染防止等が主目的である。保護フィルムとしては
、例えばプラスチックフィルム、ゴムシート、紙、布、不織布、ネット、発泡シートや金
属箔、それらのラミネート体等の適宜な薄葉体を、必要に応じシリコーン系や長鎖アルキ
ル系、フッ素系や硫化モリブデン等の適宜な剥離剤でコート処理したものなどの、従来に
準じた適宜なものを用いうる。
【００９２】
　なお本発明において、上記した偏光板を形成する偏光子や偏光子保護層や光学フィルム
等、また粘着層などの各層には、例えばサリチル酸エステル系化合物やべンゾフェノール
系化合物、ベンゾトリアゾール系化合物やシアノアクリレート系化合物、ニッケル錯塩系
化合物等の紫外線吸収剤で処理する方式などの方式により紫外線吸収能をもたせたものな
どであってもよい。
【００９３】
　本発明によるシート状製品は、液晶表示装置、有機ＥＬ表示装置、ＰＤＰ等の画像表示
装置（光学表示装置に相当する。）の形成に好ましく用いることができる。
【００９４】
　本発明の偏光板または光学フィルムは液晶表示装置等の各種装置の形成などに好ましく
用いることができる。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示
装置は一般に、液晶セル（光学表示ユニットに相当する。）と偏光板または光学フィルム
、及び必要に応じての照明システム等の構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むこと
などにより形成されるが、本発明においては本発明による偏光板または光学フィルムを用
いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えばＴＮ型や
ＳＴＮ型、π型などの任意なタイプのものを用いうる。
【００９５】
　液晶セルの片側又は両側に偏光板または光学フィルムを配置した液晶表示装置や、照明
システムにバックライトあるいは反射板を用いたものなどの適宜な液晶表示装置を形成す
ることができる。その場合、本発明による偏光板または光学フィルムは液晶セルの片側又
は両側に設置することができる。両側に偏光板または光学フィルムを設ける場合、それら
は同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装置の形成
に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムアレイ、レ
ンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に１層又は２
層以上配置することができる。
【００９６】
　本発明によるシート状製品（例えば偏光板）は、液晶表示装置等の各種装置の形成など
に好ましく用いることができる。液晶表示装置は、本発明によるシート状製品（例えば偏
光板）を液晶セルの片側または両側に配置してなる透過型や反射型、あるいは透過・反射
両用型の従来に準じた適宜な構造を有するものとして形成することができる。従って、液
晶表示装置を形成する液晶セルは任意であり、例えば薄膜トランジスタ型に代表される単
純マトリクス駆動型のものなどの適宜なタイプの液晶セルを用いたものであってもよい。
【００９７】
　また液晶セルの両側に偏光板や光学部材を設ける場合、それらは同じ物であってもよい
し、異なるものであっても良い。さらに、液晶表示装置の形成に際しては、例えばプリズ
ムアレイシートやレンズアレイシート、光拡散板やバックライトなどの適宜な部品を適宜
な位置に１層または２層以上配置することができる。
【００９８】
　＜製造システムの構成＞
（実施形態１）
　以下で図面を用いて、本発明の欠陥検査装置、切断装置、検査データ処理装置、製造シ
ステムの構成について説明する。図１は、製造システムの機能ブロック図である。図１の
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機能説明では、本発明の作用効果を奏する手段等について主に説明し、従来公知の手段に
ついてはその説明を省略又は簡単に説明する。図１の製造システムは、欠点検査装置１０
、第１検査データ処理装置２０、スリット用切断装置３０、第２検査データ処理装置４０
、枚葉用切断装置５０を有して構成されている。以下、各装置ごとに説明する。
【００９９】
　図２は、全体の検査工程を説明する図である。製造工程は前工程と後工程に分かれてい
る。前工程は、（A）PVAの処理工程、（B）TACの処理工程、（C）PVAとTACの貼り合わせ
工程（偏光板形成工程）、（D）セパレータの処理工程（粘着剤塗工）、（E）保護フィル
ムの処理工程（粘着剤塗工）、（F）偏光板とセパレータ及び保護フィルムとの貼り合わ
せ工程、（G）スリット切断工程、とからなる。実施形態１では、（A）、（C）、（D）、
（E）の工程に欠点検査装置を配置している。
【０１００】
　後工程は、（H）枚葉のシート状製品を得るための枚葉切断工程、（I）簡易検査の工程
からなる。簡易検査は、打痕等の比較的簡単に検査できる欠点を対象としている。
【０１０１】
（欠点検査装置）
　欠点検査手段は、各製造工程ごとに、例えば、シート状製品を構成する単層体の加工処
理ごと、積層体形成（成膜）工程ごとに、検査部を設けることができる。ここでは説明上
、欠点検出手段は、偏光子検査部１１、偏光板検査部１２、セパレータ検査部１３、保護
フィルム検査部１４を有している。また、欠点検査手段は、偏光板検査部１２のみ、偏光
板検査部１２、セパレータ検査部１３及び保護フィルム検査部１４のみで構成することも
できる。また、偏光板を構成するTACフィルムの処理工程においてTACフィルムの欠点を検
出するように構成できる。このように、シート状製品を構成する部材を単層体（接着剤又
は粘着剤を含んでもよい）ごとに欠点検査することで、セパレータ又は保護フィルムの影
響がなく、精度良く欠点を検出することができる。また、シート状製品を構成する積層体
（例えば、偏光板）の欠点検査をすることで、セパレータ又は保護フィルムの影響がなく
、精度良く欠点を検出することができる。そして、セパレータと保護フィルムについては
、それ自体（粘着剤が塗工されている状態を含む）で欠点を検出し、他の欠点情報と統合
することで、セパレータと保護フィルムが貼られた状態のシート状製品としての欠点情報
が得られる。
【０１０２】
　偏光子検査部１１は、染色・架橋及び延伸処理を施したポリビニルアルコール（PVA）
フィルムを乾燥して偏光子を得る製造工程のなかで、最終段階の乾燥工程後に配置され、
ＰＶＡフィルム原反の欠点を検査する。また、ＴＡＣとの貼り合わせ工程前にＰＶAを検
査できる位置に偏光子検査部１１を配置することもできる。
【０１０３】
　具体的検査方法は、従来公知の方法が適用でき、例えば、フィルム両面に光源（反射方
式、透過方式）を照射してＣＣＤカメラで撮像し、その画像を画像処理する検査方法が例
示され、その具体的装置も公知のものを適用できる。これによりフィルム表面付着異物、
傷、汚れ等が検出できる。また、フィルムに練りこまれた状態の異物も検出できる。
【０１０４】
　偏光子検査部１１で得られた欠点の情報は、その位置座標とともに、格納部１６に格納
される。欠点の位置座標は、原反の絶対座標でもよく、原反フィルムの幅方向端部に形成
された位置情報（または印）を原点とする相対座標でもよい。欠点の情報は、その種類、
サイズ及び／又は形状も含めた情報である。また、欠点の情報及びその位置情報（位置座
標）は、原反フィルムの識別情報（例えば、製造Ｌｏｔ等）とともに紐付けされて格納部
１６に格納される。位置座標は、公知の方法で取得・演算でき、原点からの搬送量をシー
トの搬送速度から演算してもよく、ロータリーエンコーダ等の位置検出装置を用いて搬送
量を検出し、座標を算出してもよい。
【０１０５】
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　なお、格納部１６は、不揮発性の記録媒体でもよく揮発性の記録媒体でもよく、例えば
、ハードディスクが例示される。
【０１０６】
　偏光板検査部１２は、偏光子の両面に接着剤を介してトリアセチルセルロース（TAC）
フィルムを貼り合わせして、偏光板を得る製造工程のなかで、最終段階の貼り合わせ工程
後に配置され、偏光板原反の欠点を検査する。具体的検査方法は、従来公知の方法が適用
でき、例えば、フィルム両面に光源（反射方式、透過方式）を照射してＣＣＤカメラで撮
像し、その画像を画像処理する検査方法が例示され、その具体的装置も公知のものを適用
できる。また、ＣＣＤカメラと検査対象物との間に検査用偏光フィルムを介して検査する
方法も適用できる。
【０１０７】
　偏光板がＴＡＣ／ＰＶＡ／ＴＡＣの積層体である場合、検査方法として、そのフィルム
両面に対し、透過光、反射光による画像撮影・画像処理する方法（系統１、２）、検査用
偏光フィルムをＣＣＤカメラと検査対象物との間に、検査対象である偏光板の偏光軸とク
ロスニコルとなるように配置（０度クロスと称することがある）して画像撮影・画像処理
する方法（系統３）、検査用偏光フィルムをＣＣＤカメラと検査対象物との間に、検査対
象である偏光板の偏光軸と所定角度（例えば、０度より大きく１０度以上の範囲）になる
ように配置（ｘ度クロスと称することがある）して画像撮影・画像処理する方法（系統４
）が挙げられる。
【０１０８】
　透過光及による画像撮影・画像処理方法では、原反フィルム内部の異物が検出できる。
反射光による画像撮影・画像処理方法では、原反フィルム表面の付着異物が検出できる。
０度クロスによる画像撮影・画像処理方法では、主に、表面異物、汚れ、内部の異物等が
輝点として検出できる。ｘ度クロスによる画像撮影・画像処理方法では、主に、クニック
を検出することができる。
【０１０９】
　偏光板検査部１２で得られた欠点の情報は、その位置情報（位置座標）、原反フィルム
の識別情報（例えば、製造Ｌｏｔ等）とともに紐付けされて格納部１６に格納される。
【０１１０】
　セパレータ検査部１３は、セパレータに粘着剤を塗工する工程の後に配置できる。また
は、偏光板原反との貼り合わせる前に、セパレータを検査できる位置に配置することがで
きる。具体的検査方法は、従来公知の方法が適用でき、例えば、フィルム両面に光源（反
射方式、透過方式）を照射してＣＣＤカメラで撮像し、その画像を画像処理する検査方法
が例示され、その具体的装置も公知のものを適用できる。これによりセパレータフィルム
又は粘着剤表面付着異物、汚れ、傷、粘着剤塗工不良（すじ、われ）等が検出できる。ま
た、セパレータフィルム又は粘着剤に練りこまれた状態の異物も検出できる。
【０１１１】
　セパレータ検査部１３で得られた欠点の情報は、その位置情報（位置座標）、原反フィ
ルムの識別情報（例えば、製造Ｌｏｔ等）とともに紐付けされて格納部１６に格納される
。
【０１１２】
　保護フィルム検査部１４は、保護フィルムに粘着剤を塗工する工程の後に配置できる。
または、偏光板原反との貼り合わせる前に、保護フィルムを検査できる位置に配置するこ
とができる。具体的検査方法は、従来公知の方法が適用でき、例えば、フィルム両面に光
源（反射方式、透過方式）を照射してＣＣＤカメラで撮像し、その画像を画像処理する検
査方法が例示され、その具体的装置も公知のものを適用できる。これにより保護フィルム
又は粘着剤表面付着異物、汚れ、傷、粘着剤塗工不良（すじ、われ）等が検出できる。ま
た、保護フィルム又は粘着剤に練りこまれた状態の異物も検出できる。
【０１１３】
　保護フィルム検査部１４で得られた欠点の情報は、その位置情報（位置座標）、原反フ
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ィルムの識別情報（例えば、製造Ｌｏｔ等）とともに紐付けされて格納部１６に格納され
る。
【０１１４】
　欠点情報作成部１５は、格納部１６に格納されている、各検査部から得られた欠点の情
報、欠点の位置情報（位置座標）、製造識別情報を統合し、シート状製品としての欠点情
報を作成する。例えば、偏光子検査部１１で得られた欠点の情報と、偏光板検査部１２で
得られた欠点の情報は、同一の偏光子原反を検査しているため、一部の欠点の情報が重複
していることになる。この場合、同じ位置情報（位置座標）に同種類、同サイズ又は同形
状の欠点情報があれば、欠点としては１つだけ存在するものと判定する。または、データ
処理の簡素化のため、同じ位置情報（位置座標）の欠点は、欠点として１つだけ存在する
ものと判定してもよい。また、同位置で検出された欠点は、全て含まれるように統合する
こともできる。
【０１１５】
　また、複数の欠点情報を統合する場合、原点を定め、この原点を基準に欠点の位置座標
を補正する処理を行う。
【０１１６】
　欠点情報形成部１７は、各検査部で得られた欠点の情報をその位置情報、製造識別情報
と共に検査対象物に形成する。例えば、偏光子検査部１１で得られた上記の情報をコード
データ（２次元コード、ＱＲコード）として、ＰＶＡフィルム原反の片端面に所定ピッチ
（例えば１０００ｍｍ）で形成する。また、偏光板検査部１２で得られた上記の情報をコ
ードデータ（２次元コード、ＱＲコード）として、偏光板原反の片端面に所定ピッチ（例
えば１０００ｍｍ）で形成する。
【０１１７】
　また、欠点情報形成部１７は、欠点情報作成部１５で作成された欠点情報（各検査部で
得られた欠点の情報の統合データ）を保護フィルム又はセパレータに形成できる。
【０１１８】
　欠点情報形成部１７は、従来公知の装置で構成でき、例えば、二次元コードを形成する
場合、公知の二次元コード形成装置で構成できる。
【０１１９】
　表示制御部１８は、各検査部の検査結果をモニターに表示させるように機能する。具体
的には、表示制御部１８は、各検査部による検査とリアルタイムに、例えば、欠点のサイ
ズ、種類、形状、欠点座標、製造Ｌｏｔ等をモニターに表示する。これにより、どこにど
んなサイズの欠点がいくつあるかを製造しながら即座に確認でき、例えば、装置オペレー
タがこのモニターを見ることで、周期性欠点、突発性欠点の存在を判断して、その製造ラ
インの不具合を調整することができ、欠点発生の改善、歩留まり向上に役立つものとなる
。また、リアルタイムに有効幅の確認が可能であり、原反の品位を確定するのに役立つ。
【０１２０】
　図３は、モニターに表示される欠点情報の一例を示す図である。原反の幅、長尺方向の
座標とともに、欠点の種類（クニック、輝点）、サイズ（例えば、小（＜１０μｍ）、中
（１０μｍ～２０μｍ）、大（＜２０μｍ））が表示されている。
【０１２１】
　異常判定部１９は、各検査部の検査結果から周期性欠点、突発性欠点を判定する。具体
的には、異常判定部１９は、予め格納部１６に格納されている異常判定条件に従い、周期
性欠点、突発性欠点を判定し、例えば、原反の幅方向座標（以下、ｘ座標という）が同じ
位置で連続して所定個以上の欠点が検出されている場合、周期性欠点であると判定する。
また、例えば、原反の長尺方向座標（以下、ｙ座標という）が同じ位置で所定個以上の欠
点が検出されている場合、突発性欠点であると判定する。
【０１２２】
　異常判定部１９の結果、異常と判定された場合、異常判定部１９は、警報音及び／又は
警告表示を行なうように機能することが好ましい。
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【０１２３】
（第１検査データ処理装置）
　第１検査データ処理装置２０は、所望の設定条件に従って欠点情報を解析し、例えば最
適歩留まりのシート状製品原反を選ぶことができる。これにより、スリット用切断工程よ
り下流の製造工程において所望される設定条件（ユーザー側固有の条件）に最適なシート
状製品原反を製造することができる。
【０１２４】
　第１検査データ処理装置２０は、欠点検査装置１０とネットワークを介して接続されて
いる。取得手段２１は、公知の通信手段で構成でき、この場合、欠点検査装置１０の通信
手段（不図示）と通信により、欠点情報を受信することができる。また、取得手段２１が
記録媒体読取装置（例えばＣＤドライブ）で構成されている場合、欠点情報はＣＤに記録
されていてもよい。この場合、欠点検査装置１０は記録媒体書込み装置（不図示）を備え
、欠点情報を書き込むように構成される。また、取得手段２１がコードデータ読取装置で
構成される場合、シート状製品に形成された欠点情報を読み取るように構成してもよい。
また、第１検査データ処理装置２０は、後述のスリット用切断装置３０が読み取った欠点
情報を受信するように構成することもできる。
【０１２５】
　取得手段２１で取得された欠点情報は、格納部２２に格納される。格納部２２は、例え
ば、ハードディスクで構成される。
【０１２６】
　歩留まり算出部２３は、格納部２２から欠点情報を取得する。そして、良品か否かを判
定する条件である判定条件に従って、シート状製品原反を切断することで得られる枚葉の
シート状製品の歩留まりを算出する。設定条件は１個でもよいが複数個設定できるように
構成されるのが好ましい。これにより出荷先の判定条件を適宜選択できるからである。ま
た、判定条件のデータは、予め格納部２２に格納され、入力受付手段２５から判定条件を
選択できるように構成されていてもよく、入力受付手段２５を介して直接入力されるよう
に構成されていても良い。また、歩留まりを算出する場合に、スキップカット方式を採用
して算出することが好ましい。この歩留まり算出にともなって、スリット幅及び／又はス
リット位置が算出される。
【０１２７】
　例えば、枚葉のサイズと原反幅から、スリットして有効幅の原反ロールを形成する場合
に、１本の原反ロールから両サイドのスリット位置で切断し１本の有効幅の原反ロールを
製造することができる。ここで、スリット位置は、例えば、欠点の配置（位置座標）を考
慮し、一方の端部に欠点が集中している場合、この欠点が多い端部側を避けるようにスリ
ット位置を設定することができる。また、１本の原反ロールから複数の原反ロールをスリ
ットして得る場合、中央に欠点が集中している場合に中央部分を避けるようにスリット位
置を設定することができる。また、複数本の原反ロールを得る場合に、個々のスリット幅
が異なっていてもよい。
【０１２８】
　原反設定部２４（設定手段に相当する）は、算出された歩留まりが所定値以上であるシ
ート状製品原反を設定する。例えば、複数のシート状製品原反から最適のシート状製品原
反を設定したい場合に、例えば、歩留まりが所定値以上であれば、そのシート状製品原反
が設定されることになる。所定値として、複数のシート状製品原反の中で最大の歩留まり
値を設定することができる。判定条件に、納品先（又は搬送先）のデータがあれば、ここ
で設定されたシート状製品原反ロールは、納品先（又は搬送先）に搬送されることになる
。
【０１２９】
　入力受付手段２５は、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力装置が例示でき、モ
ニターに表示される操作画面の操作案内に従って、設定条件等が入力されることになる。
【０１３０】
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　表示制御部２６は、第１検査データ処理装置２０の操作画面等の表示を統括的に制御す
るものである。また、表示制御部２６は、算出された歩留まりをモニターに表示させるこ
とができる。また、表示制御部２６は、シート状製品原反を展開させて、それに重複する
ように、良品として得られる枚葉のシート状製品をモニターに表示することができる。
【０１３１】
　図４から８に歩留まり算出、最適シート状製品原反の設定についての表示の一例を示す
。図４は、ユーザからの注文情報の一覧例と、すでに製造されている原反ロット（シート
状製品原反ロット）の一覧例とを示す。ここで、いずれかの注文情報を選択する。ついで
、図５は、選択された注文情報の判定条件を入力する入力画面例である。予め設定条件が
注文情報に含まれている場合又は格納部２２に格納されている場合に、判定条件は自動的
に入力され表示される。注文情報には、枚葉のサイズと納品数が含まれている。欠点項目
として、クニック、輝点、異物がある。画面左側のマスタにおいて、欠点サイズ規格とし
て、下限、上限が設定できる。下限値の欠点が欠点規格個数以上は不良品として判定され
る。上限値の欠点が１つあると不良品として判定される。欠点数として、規格内、規格外
の算出結果が表示される。例えば、規格内の「３７８」は、欠点が存在するが不良品とし
て扱わない数量を示す。規格外の「１２」は、欠点サイズ規格で不良品として判断された
数量を示す。
【０１３２】
　画面右側のシュミレーションにおいて、欠点サイズ規格の各項目を自由に入力すること
ができる。例えば、上限を「０．２」に変更して入力した場合、欠点数の規格外が「２０
」に増加した。つまり、シュミレーション側で、自由に欠点サイズ規格を入力することで
、マスタとは異なる結果の欠点数を算出することができ、マスタでの欠点数との比較が容
易に行える。
【０１３３】
　図６は、図５でのマスタとシュミレーション結果を示す別の表示例である。画面の中央
には、原反ロールが展開され、規格外の欠点が四角印で示されている。また、シート範囲
を避けるように欠点のみが示されており、スキップカット方式を採用していることが示さ
れている。また、任意のロットNo.の原反ロールに対して、異なる２種類の注文情報の判
定条件が適用され算出されており、上下に分かれて表示されている。ここでは、一本の原
反から２種類の注文情報に合致した２本の原反ロールがスリットされることを示している
。また、ロットNo、原反長、原反幅、原反有効幅（スリット幅）、欠点数、歩留まりが表
示される。また、上の展開ロールと下の展開ロールの各々の注文情報の品番と規格（識別
情報）、取り数（良品数）、スリット幅、スキップ回数（スキップカットした回数）、総
スキップ長が表示される。これにより、任意のシート状製品原反に対して、異なる注文情
報の設定条件を同時に適用できる。また、１本の原反ロールから、複数の注文或いは同一
注文にかかわる設定条件で歩留まりを算出して、それぞれ比較することで最適歩留まりと
なる１本の原反ロールを設定することができる。
【０１３４】
　図７は、注文情報に対して最適歩留まりの原反ロット（設定ロットｘｘｘｘｘ－０３、
歩留まり８０．３）が設定された場合の表示例を示している。ロットNoと原反長が表示さ
れ、注文情報に含まれている、向け先（納品先）、品番、規格、サイズ、出荷予定日、枚
数、取り数、歩留まり等が表示される。
【０１３５】
　図８は、原反ロールを展開して欠点とシートの取り位置を重複して表示する一例を示し
ている。１本の原反ロールから、２本の原反ロールにスリットする一例である。原反幅に
対し有効幅が設定され、その有効幅内にシートの取り位置が示されている。ここでは、２
種類のサイズのシートが混在した取り位置が表示されている。さらに、欠点を避けるよう
に取り位置が設定されている。これにより、全長で原反の有効幅が明確になる。また、ど
こにどんなサイズの欠点がいくつあるかがわかる。全面積の外観状態がわかり、取り位置
状態のシュミレーションが可能となる。また、正確な原反販売単価をユーザと取り決めら
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れる。
【０１３６】
　異常判定部２７は、シート状製品原反の欠点情報から周期性欠点、突発性欠点を判定す
る。具体的には、異常判定部２７は、予め格納部２２に格納されている異常判定条件に従
い、周期性欠点、突発性欠点を判定することができる。
【０１３７】
　なお、第１検査データ処理装置２０は、シート状製品原反の欠点情報のみを取得する構
成として、説明したが、各検査部での検査結果である欠点の情報等も取得できるように構
成してもよい。そして、各検査工程での欠点の情報を表示させ、周期性、突発性欠点を判
定できるように構成することができる。また、異常判定部２７が、各検査工程の欠点の情
報から周期性欠点、突発性欠点を判定するように構成することもできる。
【０１３８】
（スリット用切断装置）
　スリット用切断装置３０は、第１検査データ処理装置２０で設定されたシート状製品原
反を、第１検査データ処理装置２０から取得したスリット幅及び／又はスリット位置に従
ってスリット切断することができる。また、スリット用切断装置３０は、シート状製品原
反ロールが、セットされ、欠点情報が読み取られた場合に、欠点情報に含まれる製造ロッ
トを第１検査データ処理装置２０に問い合わせ、その問い合わせに対するスリット幅及び
／又はスリット位置に従ってスリット切断するように構成できる。
【０１３９】
　取得手段３１は、公知の通信手段で構成でき、この場合、第１検査データ処理装置２０
の通信手段（不図示）との通信により、欠点情報（シート状製品の欠点情報（欠点の情報
、位置座標、製造識別情報を含む）、スリット幅及び／又はスリット位置を受信すること
ができる。
【０１４０】
　欠点情報読取部３２（欠点情報読取手段に相当する）は、シート状製品原反に形成され
た欠点情報を読み取る。欠点情報がコードデータ（例えば、ＱＲコード）で形成されてい
る場合、公知のコードデータ読取装置で構成できる。
【０１４１】
　切断手段３３は、シート状製品原反を、上述したように取得されたスリット幅及び／又
はスリット位置でスリット切断する。この切断方法は従来公知のスリット切断方法が適用
できる。
【０１４２】
　欠点情報形成部３４（欠点情報形成手段に相当する）は、スリット切断されたシート状
製品原反の所定位置に欠点情報を形成する。例えば、図９に示すように、欠点情報をコー
ドデータ（２次元コード、ＱＲコード）として、スリット後のシート状製品原反の片端面
に所定ピッチ（例えば１０００ｍｍ）で形成する。欠点情報には、例えば、欠点の種類、
サイズ、形状、座標、製造識別番号、搬送先のデータが含まれている。欠点情報形成部３
４は、従来公知の装置で構成でき、例えば、二次元コードを形成する場合、公知の二次元
コード形成装置で構成できる。また、欠点情報形成部３４は、欠点情報に枚葉シートの切
断位置情報を含ませて形成することができる。切断位置情報は、第１検査データ処理装置
２０で歩留まりが算出された際に、同時に算出される。
【０１４３】
（第２検査データ処理装置）
　第２検査データ処理装置４０及び枚葉用切断装置５０に用いられる製造ラインは、これ
より上流の製造ラインと連続していてもよいが、別ライン（例えば、異なる製造場所）に
設置されていてもよい。例えば、上流製造工程で製造されたシート状製品原反を異なる製
造所に搬送し、ここで下流の製造工程を実施することができる。下流の製造工程では、第
２検査データ処理装置４０を用いて、所望の設定条件を設定して歩留まり等を確認しなが
ら最適のシート状製品原反を選び、枚葉のシート状製品を製造することができる。また、
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第１検査データ処理装置２０から製造識別情報に対応する切断位置情報を得るように構成
されていてもよい。
【０１４４】
　第２検査データ処理装置４０は、第１検査データ処理装置２０とネットワークを介して
接続されている。取得手段４１は、公知の通信手段で構成でき、この場合、第１検査デー
タ処理装置２０の通信手段（不図示）と通信により、欠点情報（シート状製品の欠点情報
（欠点の情報、位置情報、製造識別情報、搬送先の情報を含む）を受信することができる
。また、取得手段４１が記録媒体読取装置（例えばＣＤドライブ）で構成されている場合
、欠点情報は例えばＣＤに記録されていてもよい。この場合、第１検査データ処理装置２
０は記録媒体書込み装置（不図示）を備え、欠点情報を書き込むように構成される。また
、取得手段４１がコードデータ読取装置で構成される場合、シート状製品原反に形成され
た欠点情報を読み取るように構成してもよい。
【０１４５】
　取得手段４１で取得された欠点情報は、格納部４２に格納される。格納部４２は、例え
ば、ハードディスクで構成される。
【０１４６】
　歩留まり算出部４３は、格納部４２から欠点情報を取得する。そして、良品か否かを判
定する条件である判定条件に従って、シート状製品原反を切断することで得られる枚葉の
シート状製品の歩留まりを算出する。設定条件は１個でもよいが複数個設定できるように
構成されるのが好ましい。これにより、所望の判定の判定条件を適宜選択できるからであ
る。判定条件のデータは、予め格納部４２に格納され、入力受付手段４５から判定条件を
選択できるように構成されていてもよく、入力受付手段４５を介して直接入力されるよう
に構成されていても良い。また、歩留まりを算出する場合に、スキップカット方式を採用
して算出することが好ましい。スキップカット方式は、例えば、長さ７０ｃｍの枚葉製品
を切断する場合で欠点が直前の切断位置から２０ｃｍ長の位置に存在している場合、この
欠点を避けて（スキップして）直前の切断位置から例えば、２１ｃｍ長の位置で切断開始
されるように搬送され切断する。
【０１４７】
　切断位置情報作成部４７は、歩留まり算出にともなって、枚葉の切断位置の情報を作成
する。この切断位置の情報は、原反の長尺座標（ｙ座標）を少なくとも含んでいる。そし
て、切断位置の情報は、枚葉の切断装置５０に提供することができる。
【０１４８】
　原反設定部４４（設定手段に相当する）は、算出された歩留まりが所定値以上であるシ
ート状製品原反を設定する。例えば、複数のシート状製品原反から最適のシート状製品原
反を設定したい場合に、例えば、歩留まりが所定値以上であれば、そのシート状製品原反
が設定されることになる。所定値として、複数のシート状製品原反の中で最大の歩留まり
値を設定することができる。ここで設定されたシート状製品原反ロールは、例えば、次の
製造工程の枚葉用切断装置５０に搬送されることになる。
【０１４９】
　入力受付手段４５は、キーボード、マウス、タッチパネル等の入力装置が例示でき、モ
ニターに表示される操作画面の操作案内に従って、設定条件等が入力されることになる。
【０１５０】
　表示制御部４６は、第１検査データ処理装置４０の操作画面等の表示を統括的に制御す
るものである。また、表示制御部４６は、算出された歩留まりをモニターに表示させるこ
とができる。また、表示制御部４６は、シート状製品原反を展開させて、それに重複する
ように、良品として得られる枚葉のシート状製品をモニターに表示することができる。上
記の第１検査データ処理装置２０で説明したように、図４～図８に示す歩留まり算出、最
適シート状製品原反の設定について表示を行うことができる。
【０１５１】
　なお、第２検査データ処理装置４０は、シート状製品原反の欠点情報のみを取得する構
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成として、説明したが、各検査部での検査結果である欠点の情報等も取得できるように構
成してもよい。そして、各検査工程での欠点の情報を表示させ、周期性、突発性欠点を判
定できるように構成することができる。
【０１５２】
　また、第１検査データ処理装置２０をサーバとして機能させ、第２検査データ処理装置
４０をクライアントとして機能させた場合において、第１検査データ処理装置２０の機能
をソフトウエアプログラムで構成し、これを第２検査データ処理装置４０にダウンロード
可能に構成することができる。また、第２検査データ処理装置４０をクライアントとして
、実質的処理をサーバの第１検査データ処理装置２０が実行するように構成することもで
きる。
【０１５３】
（枚葉用切断装置）
　枚葉用切断装置５０は、シート状製品原反を枚葉のシート状製品に切断する機能を有し
ている。
【０１５４】
　取得手段５１は、公知の通信手段で構成でき、この場合、第２検査データ処理装置４０
の通信手段（不図示）との通信により、欠点情報（シート状製品の欠点情報（欠点の情報
、位置情報、製造識別情報を含む））及び／又は切断位置情報を受信することができる。
【０１５５】
　欠点情報読取部５２（欠点情報読取手段に相当する）は、所定のスリット幅に切断され
たシート状製品原反若しくはスリット切断されていないシート状製品原反に形成された当
該シート状製品原反に形成された欠点情報を読み取る。欠点情報には、位置座標（ｘ、ｙ
）が含まれているため、この情報と第２検査データ処理装置４０から取得した切断位置情
報（ｙ座標）を照合することで、切断位置を決定することができる。欠点情報がコードデ
ータ（例えば、ＱＲコード）で形成されている場合、公知のコードデータ読取装置で構成
できる。
【０１５６】
　切断手段５３は、上記の切断位置情報に従って、シート状製品を切断することができる
。また、切断手段５３は、読み取られた欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件で
ある判定条件に従って、シート状製品原反を切断して枚葉のシート状製品を製造すること
ができる。切断手段５３は、例えば、ギロチン方式、打ち抜き方式、レーザカット方式の
切断が可能である。
【０１５７】
　製品情報形成部５４（製品情報形成手段に相当する）は、枚葉に切断されたシート状製
品に当該シート状製品に対応する製品情報を形成する。例えば、枚葉のシート状製品の一
部に製品情報をコードデータ（２次元コード、ＱＲコード）として形成する。製品情報に
は、例えば、欠点情報、製造識別番号、搬送先、製造元等のデータが含まれていてよいが
、少なくとも製造識別番号（製造ロット）が含まれていることが好ましい。製品情報形成
部５４は、従来公知の装置で構成でき、例えば、二次元コードを形成する場合、公知の二
次元コード形成装置で構成できる。
【０１５８】
　例えば、図１０に示すように、切断された後の枚葉のシート状製品の一枚一枚に製品情
報が形成される。
【０１５９】
　以上の実施形態１によれば、枚葉にシート状製品を切断した後、打痕等の簡易検査のみ
で製品としての最終の良否判定が可能となる。したがって、枚葉単位の欠点検査や多人数
による目視検査を行う必要がない。
【０１６０】
（実施形態２）
　以下では、各工程の検査機能を独立の検査装置で構成し、各検査装置で得られた欠点情
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報は、第１検査データ処理装置１２０に送信され、第１検査データ処理装置１２０がシー
ト状製品原反の統合した欠点情報を作成する構成である。
【０１６１】
　偏光子検査装置２１０は、偏光子原反の欠点を検査する偏光子検査部２１１と、当該検
査で得られた欠点の情報をその位置情報、製造識別情報を外部装置に送信する通信部２１
２とを備える構成である。
【０１６２】
　偏光板検査装置２２０は、偏光板原反の欠点を検査する偏光板検査部２２１と、当該検
査で得られた欠点の情報をその位置情報、製造識別情報を外部装置に送信する通信部２２
２とを備える構成である。
【０１６３】
　セパレータ検査装置２３０は、セパレータの欠点を検査するセパレータ検査部２３１と
、当該検査で得られた欠点の情報をその位置情報、製造識別情報を外部装置に送信する通
信部２３２とを備える構成である。
【０１６４】
　保護フィルム検査装置２４０は、保護フィルムの欠点を検査する保護フィルム検査部２
４１と、当該検査で得られた欠点の情報をその位置情報、製造識別情報を外部装置に送信
する通信部２４２とを備える構成である。
【０１６５】
　第１検査データ処理装置１２０は、各検査装置から欠点の情報、その位置情報、製造識
別情報を受信する通信部１２１と、受信した欠点の情報、その位置情報、製造識別情報を
関連づけて格納する格納部１２２と、各検査装置から受信した欠点の情報、その位置情報
、製造識別情報を統合してシート状製品原反の欠点情報を作成する欠点情報作成部１２８
と、欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件である判定条件に従って、シート状製
品原反を切断することで得られる枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する歩留まり算出
部１２３と、歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定する原反設定部１２４
と、を備える構成である。
【０１６６】
　ここでの各構成要素のなかで、実施形態１で説明した機能と同一であるものの説明は省
略する。
【０１６７】
　実施形態２において、第１検査データ処理装置１２０に欠点情報作成部１２８が具備さ
れている。欠点情報作成部１２８の実質的機能は、実施形態１で説明したものと同じであ
り、各検査装置で検出された欠点の情報を統合し、シート状製品原反としての欠点情報を
作成することができる。
【０１６８】
　また、第１検査データ処理装置１２０は、各検査装置に付近に設置されたコード形成装
置（欠点情報形成手段に相当する）に、検出された欠点情報を形成するための命令信号（
欠点情報を含んでいてもよい、含んでいない場合、欠点情報は検査装置から受信する）を
送信する。この命令信号により、コード形成装置は、所定位置に欠点情報を形成する。ま
た、第１検査データ処理装置は、検査装置の検査と連動するように、モニターに欠点情報
を表示するようにモニターを制御できる（表示制御部１２６の機能による）。また、第１
検査データ処理装置１２０は、異常判定部で異常と判定された場合、該当する検査装置の
モニターに異常であることを示す警告表示を行うことができる（異常判定部１２７の機能
による）。
【０１６９】
（実施形態３）
　実施形態３においては、検査データ処理装置が１つの形態について説明する。実施形態
１，２では、検査データ処理装置が２つ存在するように構成されている。しかし、製造場
所が同一である場合には、検査データ処理装置を一つで構成することができる。
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【０１７０】
　かかる場合、第１検査データ処理装置は、切断位置情報作成部の機能を具備するように
構成してもよく、スリット用切断装置が、読み取った欠点情報を解析し、良品か否かを判
定する条件である判定条件に従って、切断位置を算出し、シート状製品原反を切断して枚
葉のシート状製品を製造するように構成してもよい。
【０１７１】
（実施形態４）
　本発明の第１検査データ処理装置、第２検査データ処理装置は、ソフトウエアとハード
ウエア（ＣＰＵ、メモリ等）を協働作用によって実現でき、専用回路、ファームウエア等
で、またはそれらの組み合わせで実現することもできる。
【０１７２】
　ソフトウエアで実現する場合、そのプログラムは以下のようになる。このプログラムは
、記録媒体に記録され、記録媒体として提供可能であり、また、通信回線を介して提供（
ダウンロード提供）されてもよい。通信回線を介して提供される場合、その一部の機能の
みが提供されてもよく、他の一部がサーバ装置に残っていてもよく、全体の機能として本
発明の機能が発揮されていれば本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１７３】
　本発明のソフトウエアプログラムは、コンピュータに、
良品か否かを判定する条件である判定条件の入力を受け付けるステップと、
　光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品を構成する単
層体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層が設けられていない状態で当
該単層体及び／又は積層体を検査することで得られる欠点に関する欠点情報を取得するス
テップと、
　前記欠点情報を解析して、前記判定条件に従って、歩留まりを算出するステップと、
　前記算出された歩留まりを表示手段に表示させるステップとを実行させるためのプログ
ラムである。
【０１７４】
　また、他の本発明のソフトウエアプログラムは、コンピュータに、
光学表示装置の部材である光学フィルムを少なくとも有するシート状製品を構成する単層
体及び／又は積層体であって、シート状製品表面の保護層が設けられていない状態で当該
単層体及び／又は積層体の欠点を検出する欠点検出手段で検出された欠点情報を取得する
ステップと、
　前記取得された欠点情報を解析し、良品か否かを判定する条件である判定条件に従って
、シート状製品原反を切断することで得られる枚葉のシート状製品の歩留まりを算出する
ステップと、
　前記歩留まりが所定値以上であるシート状製品原反を設定するステップとを実行させる
ためのプログラムである。
【０１７５】
　＜別実施形態＞
　本発明は、偏光板を含むシート状製品について説明したが、本発明は、これに制限され
ず、光学フィルムとして、偏光板と位相差板の積層体、位相差板のみについても適用でき
る。
【符号の説明】
【０１７６】
１０　　欠点検査装置
１１　　偏光子検査部
１２　　偏光板検査部
１３　　セパレータ検査部
１４　　保護フィルム検査部
１５　　欠点情報作成部
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１６　　格納部
１７　　欠点情報形成部
１８　　表示制御部
１９　　異常判定部
２０　　第１検査データ処理装置
２１　　取得手段
２２　　格納部
２３　　歩留まり算出部
２４　　原反設定部
２５　　入力受付手段
２６　　表示制御部
３０　　スリット用切断装置
３１　　取得手段
３２　　欠点情報読取部
３３　　切断手段
３４　　欠点情報形成部
４０　　第２検査データ処理装置
４１　　取得手段
４２　　格納部
４３　　歩留まり算出部
４４　　原反設定部
４５　　入力受付手段
４６　　表示制御部
４７　　切断位置情報作成部
５０　　枚葉用切断装置
５１　　取得手段
５２　　欠点情報読取部
５３　　切断手段
５４　　製品情報形成部
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